
 

１．件名：「日本原燃(株)の設工認申請に係るヒアリング（濃縮施設(５－１)）」 

 

２．日時：令和３年９月９日（木） １４時００分～１６時００分 

 

３．場所：原子力規制庁 １０階会議室（TV 会議により実施） 

 

４．出席者 

原子力規制庁 

原子力規制部 

核燃料施設審査部門 

（原子力規制部新基準適合性審査チーム） 

古作企画調査官、大橋上席安全審査官、藤原安全審査官、河原崎安全審

査専門職、髙梨安全審査専門職 

日本原燃(株) 

濃縮事業部 ウラン濃縮工場 濃縮保全部長 他５名 

東京電力ホールディングス(株)  原子燃料サイクル部 

サイクル技術グループ 担当 

四国電力(株) 原子力本部 原子力部 サイクル技術グループ 担当 

 

５．自動文字起こし結果 

別紙のとおり 

※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

 

６．その他 

提出資料 なし 

 

参考 

・ 日本原燃株式会社 ウラン濃縮工場 規制法令及び通達に係る文書（令和３

年８月３１日） 

「日本原燃（株）から濃縮・埋設事業所加工施設の設計及び工事の計画の認

可申請を受理」 

https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/FAB/180000186.html 

・ 日本原燃株式会社 ウラン濃縮工場 規制法令及び通達に係る文書（令和３

年８月３１日） 

「日本原燃（株）から濃縮・埋設事業所加工施設の設計及び工事の計画の変

更の認可申請を受理」 

https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/FAB/180000185.html 

・ 令和３年９月６日 

「日本原燃(株)再処理施設、MOX 施設、濃縮施設の設工認申請に関する資料

提出」 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:00 規制庁オオハシです。 

0:00:03 ただいまから日本欠点濃縮施設の設工認に係る工認申請に係るヒアリングの

ほう始めます。最初の注意事項についてお伝えします。ヒアリングでは開示情

報を発現しないようにしてください。発言閉まってしまった場合のバレその旨指

摘用意してください。 

0:00:22 発言なさいを初めに所属氏名を述べてから発言してください。また発言した際

は、いくというと 2 種類をお願いします。それでは本日の説明ですが、9 月 3

日に提出のありました資料に基づきなされるということを 

0:00:38 よろしいでしょうか。 

0:00:42 やっぱ原点ですよ。その通りです。 

0:00:48 はい、わかりました。それでは、出席者の説明です。まず規制庁側から説明し

ます。まずＷｅｂ参加ですけれども、 

0:01:00 縛らＡコサク 

0:01:03 タカナシ以下上後オオハシが上で参加しています。規制庁会議室の方はいか

がでしょうか。会議室の方はカワラサキが発火しています以上です。 

0:01:15 はい、ありがとうございます。それでは日本原燃の方は出席して説明していた

だいた上で資料について、次の方をお願いいたします。 

0:01:27 日本原燃 6 ヶ所ヤギハシです。本日の出席者ですが、フチノ作家もっと稼働時

縛っ間ワカバヤシ、あと私や宮市の計 6 名になります。あと資料につきまして

は今画面共有させていただいた資料は日通でございまして、画面共有させて

もらってます。 

0:01:47 設工認第 5 回申請及び廃品シリンダに係る設工認の変更申請、あともう 1 点

が、 

0:01:56 提出日 9 月 6 日になります。濃縮個別の 35 の資料の実験になります。条件

設工認 2 件 8 月 31 日に申請させていただきまして、そちらの内容説明になり

ます。このまま引き続き説明のほうを進めさせて、 

0:02:18 4 億円でしょか音でございます。それではまず資料 1Ａについて御説明させて

いただきます。ｂａｒポイントをですね。 

0:02:28 はい。こちら、第 5 回申請と排風診断ですと、変更申請の概要と説明方針等を

まとめたものとなっております。で、ページ数で言いますと、3 ページ目をご覧く

ださい。 

0:02:44 3 ページ目でまず誤解申請内容を整理しております。定刻解析これまでと違う

のは、全施設がこれそろったって、施設共通となる被ばく溢水なんかで、これら

の評価、これを最後で当時、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:03:00 まとめて示せということになってます。あとは追加安全対策、これで新しく据え

つけ設備遠隔Ｈ付箋さこれこれらについて説明するというところが大きな主体

になって、 

0:03:11 いうところでございます。 

0:03:13 来ないよう要望もないぐらいの通り、累計で 4 ページ目をご覧ください。 

0:03:20 今後、第 5 回申請をどのように説明を進めていくかというところを整理したもの

でございます。第国会同意前回の第 4 回申請と保守的には動的に同じという

ことで、東北分けて一通り説明を行うか来ております。 

0:03:37 まず 1 回目、これは今回、最終の申請がありますので、本当に最終で必要な

ものがすべて申請されているかというところで網羅性の説明をまず冒頭でしっ

かりしていくやっていきたいというところでございます。あと 2 回目から 4 回目

で、技術基準に関わってね。 

0:03:56 これを 3 回に分けて御説明をしていくと、最終的に 5 回目に提供設計方針傾

向情報と共通事項について、4 階の流れと同様に説明をしていきたいとこのあ

とコメント回答等やっていくということで考えております。今回の大きなポイント

となる値をページ 

0:04:16 ご覧ください。 

0:04:19 ペーパー分割申請の最終申請ですので、漏れがなかったというところをしっか

り確認していく必要があるということで、やはり二つございますが、一つ目の日

矢じりがこれまで何か業界的に御説明しております。 

0:04:35 許可だったり設計図書プレーヤー及び指定番号振っておりがないかどうかを

チェックするというか、 

0:04:43 で、下のほうの矢じりですけどもこちら今回最終ということを踏まえてやってい

るというところがどう代替から第 4 回で次回以降新設とか 5 時間に申請すると

か、そういった記載のあるところ、これがちゃんとお金まで回収されているかど

うかと。 

0:05:00 いうところを確認したっていうところでございます。基本的には第 1 回から第 4

回申請で次回以降施設というとこすべてマーキングが黄色でマーキングして、

それを移行申請書馬鹿 

0:05:14 ここで回避した方がわかるように回収したところをまた緑っていって、本当に進

出一端ところが書きされているというところをエビデンスとして整理していると

いうところでございます。 

0:05:28 こんな大国説明方針です。続きまして、6 ページ目、こちらも 8 人シリンダ先日

行政相談させていただいた廃品シリンダに関わるに更新する関わるテロ個別

の中身自体は先日御説明した内容の通りでございます。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:05:46 そう。 

0:05:48 7 ページ目でございます。 

0:05:50 こちらについては、系統の変更申請も踏まえまして、第 5 回申請で信託名称

等をどういう形で申請するかというものでこれまで原料シリンダ廃品シリンダそ

れぞれ別に申請していたものを形で申請しますということで整理しているという

ところの説明でございます。 

0:06:09 8 ページ目が全体踏まえた通して計画現時点でこの位置にいるかというところ

を示したものでございますので、冒頭本会員をＡ説明資試料容器の説明は以

上でございます。 

0:06:28 ただ、 

0:06:30 はいありがとうございました。規制庁額から質問の方をお願いします。 

0:06:39 いいですかね、規制庁のカワラサキです。ちょっとあの確認させていただきた

いんですが、別途今御説明いただいた資料の 

0:06:49 最初のほうからいくと 3 ページとか、4 ページのところにですね、 

0:06:57 本申請の内容ということで、多分この資料で概要説明するって言ってるところ

の 

0:07:04 下りとしてはここの 3 ページとか 4 ページとかで描き表したい何言いようが主

なのかなと思いつつですね、 

0:07:13 例えばその 4 ページとか見ていくとですね、 

0:07:17 多分これ以前の会合資料とかでもコメントと同様にあったような気がするんで

すけど。 

0:07:22 これ第 7 回の 

0:07:25 第 1 回目の説明とかっていって、多分これヒアリングのことを言ってるっていう

ことですよね、要するにその第 1 回目のヒアリングでこれを説明して第 2 回目

のヒアリングでこれを説明してと書かれていらっしゃるんだと思うんですけど。 

0:07:40 多分、審査会合での資料、あくまで申請概要のポイント募るところを説明して

欲しいのであって、まずそのヒアリングでどういう設備がどういう事項を説明し

ますっていうなツガネをしながら機を 

0:07:56 述べられているように思うんですけど、この 4 ページとか、3 ページも含めてな

んですけど。 

0:08:02 どういったなんでこういうこういう項目を入れてるんですかね、特に 4 ページな

んですけど。 

0:08:11 本原電の坂本でございます。フチノ資料のの書きぶりも含めまして、前回第 4

回申請のときに、御説明した資料、それをベースに作成しております。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:08:27 定第 4 回の時ば閉等当時説明の仕方自体をどうして行くかというところが決ま

っていなかった納期期限が切れていなかったというところもあって、そういった

ところも含めて、審査会合のほうにかけてというところあったというところでござ

います。 

0:08:47 ただいま第 5 回にあたって、再度これを達成必要は更問ないかなというところ

で実際に系統を少し設備としてどういったものが申請されるのかというところを

もう少し充実して書くべきだったと。 

0:09:02 いうことで考えます。その辺も踏まえて、東北経過してください。規制庁川崎不

全、ちょっとその上で前回が確かに、確かにこういう記載が若干あったっていう

のは認識はしていたんですけど、多分、この 

0:09:16 ところについては多分前回もあんまりその最後のほうにコメントは出していたよ

うな気がしていて、最終的な形がちょっとどうだったのかっていうのはちょっと

ぱっと目指しないんですが、出水商ちょっと今回の申請概要として、 

0:09:31 ポイントとなるおそらく大きな技術的論点があるかって言われると多分ないよう

な気はしつつですね、技術的にポイントとなるような事故って例えばどういった

事項と考えてるか今口頭でいいので、どういったポイントどういったポイント

が、 

0:09:47 技術的な内容として説明すべき事項なのかというのをちょっと教えていただけ

ませんでしょうか。 

0:09:55 日本原燃坂本でございます。第 3 ビル大都会でＰｏｉｎｔ内部評価関係でござい

ますけども、まず対し山体また竜巻防雪今回申請いたします自然現象に対し

て、 

0:10:13 そういった評価を行っているというところだと、実際おそれも全体方針までは示

しておりますけども、どこ行った結果になったのかというところしか説明してい

かなきゃいけない、あとは、火災、内部火災でいくと防火帯仏教方針は示して

おりますが、結果を示していませんので、まずこういった評価関係、 

0:10:33 時タクシーやり方で結果が示されているというところの説明、あとは追加安全

対策、 

0:10:40 これまで新たな設備を遠隔消火設備 1Ｆセンサこれらをがどういったもので、ど

ういう設計でどうつけるのかと、それは技術基準適合しているのかというところ

が、別途説明のポイント。 

0:10:55 トークって近接施設だし、新しく評価するものと近接設備、こちらを対象に重点

的に説明していきたいということで、資料を見直しております。以上です。 

0:11:08 規制庁カワラサキですね、ちょっと今資料を見直したいという発言もあったかと

思うんですけども。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:11:15 例えば、例えばですけど、多分何点かさ、今まで 

0:11:21 僕設計が説明したことがないやつらがいると思うんです。例えばその、 

0:11:26 竜巻ですと、 

0:11:29 防護扉とか、 

0:11:32 もう黒板とか、 

0:11:33 ちょっとそういったのが今回では出てきていて第 4 回では少なくとも出てきてな

いですよねと、あとは溢水であれば、隻とかができてきていて、これは今回初

めての説明になるのかどうかとか、あとは、火災っていう話もあったんですけ

ど。 

0:11:49 火災っていうと遠隔消火って今回持ち出して使うとか、ちょっとそこら辺でそれ

ぞれの設備今回初めて説明する事項ってどれとどれですか。 

0:12:03 日本原燃の坂本でございます。いずれ 

0:12:07 ほぽちっと部活土木盤も含めまして、ビジネスでも倍の市政例えばタイプ竜巻

である第 3 回申請でこういった防護版とか、っぽく扉をつけますという大きな方

針だけは御説明決着御所 

0:12:23 それはしております。ただ、シートの設備を 1 回申請して、 

0:12:31 ＰＯっと説明別の当初、 

0:12:36 どうぞ。 

0:12:38 てった遠隔消火装置があったり、 

0:12:40 防護設備一声掛け 

0:12:44 今回ハッチで 

0:12:47 ございます。 

0:12:49 規制庁カワラサキです。わかりました。ちょっと一応多分我々として説明を求め

ないといけないっていうのがまさしく今言ったような、今まで第 4 回までで審査

していなかったような対象で、かつ、 

0:13:04 例えば竜巻の評価とか設計といったところに関しては、再処理と 

0:13:10 再処理とかＭＯＸのヒアリングの中で議論してきたところもあると思うんです

よ、要するに審査会合持たとして技術的にこう説明しないといけない論点がど

れなのかというのをまずピックアップしていただくっていう先ほどまず必要で、 

0:13:28 それについて、申請の概要としてどういう内容なのかっていったところを示して

いただくのかなと思っていたんですが、ちょっとそういうイメージでの資料って

いうことでいいですか、それとも 

0:13:40 審査会合 5 か何か今後も何か小分けにしてやるっていうイメージは私はなか

ったんですけど、ちょっとこの資料としてもうちょっと説明していただけるもので

しょうか。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:13:55 日本原燃坂本でございます。ご指摘の通り、 

0:13:58 そういった 

0:14:00 堰内容も含めて、 

0:14:03 今回説明すべき事項の 

0:14:07 説明が足りてないという。 

0:14:09 これございますので、先ほど説明して今回系統を特に説明しなければいけな

いところをちょっと資料のほうに、 

0:14:16 充実させていただいて、再度提出させていただきます。 

0:14:21 以上です。 

0:14:22 施設のカワラサキですねよろしくお願いします。 

0:14:25 3 ページ 4 ページ辺りだと私からはそんな感じなんですが、 

0:14:29 追加であれば、規制庁がお願いします。 

0:14:37 すいません慶長のオオハシなんですけれども、あの方の質問なんですけれど

も、この 4 ページ目で 

0:14:47 1 回目っていうのは今回のことなんですかね二つマルチって左にその箇条書

きで四角が四つあってその 1 回目に失っ小さな申請の網羅性を説明を実施す

るというふうにあるんですけれども、これは以下の機器の今回のこと言われて

るんですか。すいません。 

0:15:06 日本原燃坂本でございます。すいません、こちら時紙が今回の説明を意図し

ておりました。 

0:15:13 トータルでございます。以上です。 

0:15:16 そうすると他の資料っていうのは、この 

0:15:20 5 ページ目でこういうふうにやりますっていうだけです。 

0:15:23 所各説明の通り、 

0:15:28 この辺の資料というのは特には出てこないっちゅうことですか。すいません。 

0:15:32 5 ページ目を頼ま 

0:15:34 ではやってますけれど、そういう 

0:15:37 お調べているか連絡なるってことですか。 

0:15:42 日本原燃坂本でございます。農地個別 30 今週もう一度提出している資料の

ほうで、 

0:15:49 系統といった方針でやってるかっていうところと、 

0:15:53 そう実際のサンプルを添付するという形で整理は整理をしております。以上で

す。 

0:16:01 わかりました。とりあえず、はい。 
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0:16:07 規制庁カワラサキです。ちょっとあの追加で質問させていただきたいんですけ

ど、ちょっと話が戻って恐縮なんですけど、先ほどの 3 ページとかの竜巻防護

版とかの話なんですけど、ちょっとここら辺の話で、多分今後話としてちゃんと

聞かないといけないかなとは思ってるんですけど。 

0:16:25 今回防護版を設置したりとか、あとは暴行扉を設置したりとかっていったところ

は、第 3 回ですかね、の申請の時点で建屋で防護するエリアについては、建

屋も評価っていうのはさなされてるような 

0:16:41 東ていって、それとの許可で言っていたことを第 3 回でどういった範囲を説明

して第 5 回として、 

0:16:51 どこまでの範囲を御説明しするべきなのか、要するにその開口部の付近だけ

に限ってなのかとかそこら辺のちょっと入口としてどういう説明対象があるのか

っていうのを、要するに防護対象として、どこら辺の範囲を考えているから今

回、この設備が出てきていて、 

0:17:09 その設備として設計として確認したいのはどういうどういう事故について確認し

なきゃいけないのか、ちょっとそういったざっくりとしたらちょっと導入部分だけ

教えていただけないでしょうか。 

0:17:25 日本原燃柴田です。今の質問のありました竜巻に関してですけども、第 3 回

申請までにおいては、カワラサキさんが今おっしゃっていただいた通りに建家

躯体 

0:17:38 の構造強度、それ自体がもつかどうかという評価は第 3 回申請で申請してお

ります。今回第 5 回で申請させていただいてるなら 1 表としましては、建家躯

体のほかに扉とかシャッタがついている。そういう。 

0:17:54 構造的におられるんですね、そういうところから設計今日幾つも入ってきた場

合に、2 号経費層の閉じ込み機能が損なわれないことと、 

0:18:04 こういったものを防護するために、コビナタたり板を邪魔板等つけて防護すると

いうてこれの共同評価。 

0:18:14 または 

0:18:16 Ｈによって 

0:18:19 経費は異物が入ってこないような所できると。 

0:18:24 ことを務めさせていただこうと思っております。以上です。 

0:18:27 規制庁川崎です。なので、今のお話の理解だと、もうおそらく許可の段階での

評価を整理だと思うんですけど、建屋は持つんだけれども、その会派の扉であ

ったりとか、そういったところについては、例えば防護扉を設置する。 

0:18:45 だったり、或いは防護飛び出てないところですかね、開口部がある場所につい

ては、防護板防護版を設置する。 
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0:18:53 という理解て深めというのと、あとは、 

0:18:57 そうしたときに、その防護版なりをどこに設置するっていうのはもう許可の段階

である程度説明し尽くしてるのか、それとも今回そういったどこのからどこまで

の範囲も、5 番で防護するであったりとか、そこら辺の配置みたいなところも、 

0:19:14 今回説明してくださるしする範囲として設工認で説明するべき事項なのかそれ

とももう許可で示されているものを説明すればいいのか、そこら辺をちょっと教

えていただけないでしょうか。 

0:19:30 日本原燃柴田です。事業許可の時点で示したのは、12 号均質槽に影響を及

ぼす可能性がある開口部そこまでしかは申請書の中で触れておりませんで、

今回の設工認の中ではその対象の部分の開口部がどこになるのかと。 

0:19:47 どこの開口部をどういうふうに守ればい大きそうのちょこっと閉じ込めを守れる

のかと言ったことを含めて詳細に説明をさせていただくこととなっております。

以上です。 

0:19:58 規制庁カワラサキです。状況理解しました。ちょっと多分今言ったような多分竜

巻に限らずだと思うんですけど、そういった観点で設置設工認では、どこの 

0:20:10 どこが説明すべきなのかっていったところですね、 

0:20:14 何とか寛容というからには、その資料からなんて、ある程度は読み取れるよう

な形でうまく御説明いただくのか、大事なのかなと思っていますので、要するに 

0:20:27 防護版が今回別途防護隊防護する。 

0:20:31 なんですよね、飛来物の設定とか、許可で示されていてそれに基づく今回防

護版の具体的な配置だったりとか、設計還付厚さであったりとか、そういったも

のを示していく必要があるとかですね、或いは材質であったりとか、どういった

ものを設工認で 

0:20:48 説明しようとしてるのかっていったところをですね、明確にしていただければと

思います。よろしくお願いします。 

0:20:56 私からは以上です。334 ページは以上です。 

0:21:06 規制庁おかしいですけれども、3 ページ私も行い安定じゃないんですけれど

も、8 ページまで通じて規制庁から質問ありますでしょうか。 

0:21:19 コサクです。基本的には今の 2 人の話でいいの。 

0:21:25 ではありますけど、別途、それでドンと新規の事項だったり、技術的に説明す

べきことっていうのを、 

0:21:36 定時制をされてそれを踏まえて審査会合に当たるということだと思うんですけ

ど、いつぐらいに提示されるものなんでしょうか。 

0:21:55 4 件目サポートでございます。 
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0:21:57 今の 1 次は来週 16 によってしておりますので、それまでに資料及びでき次

第、御設置しようということでは考えております。 

0:22:08 超高速ベース起こりました。またコサクそれに入ってくると思うんですけど、3

ページに 1Ｆセンサーの新設とかドライクリーニング装置の撤去とかっていうも

のとし、 

0:22:23 変更があるようなところがあるので、ゆ着センサ上にも書いてあるんですけ

ど。 

0:22:29 趣旨なり何なり、或いは、これまでに示していただいている設計方針との関係

とかですね。 

0:22:38 明確に 

0:22:40 しておいていただければと思います。 

0:22:44 竜巻とかも同じで、先ほど川崎も言ってたと思うんですけど、今回、 

0:22:53 申請にっぽいて特にこれまでと違っているところだったりっていうことをちゃんと

軽重をつけて説明いただければと思ってまして、 

0:23:05 4 ページのほうは要らないんですけど、これ 

0:23:13 網羅性の説明というのこの後、 

0:23:18 凝縮個別 30 ですかね、あるということなんですが、そっちの方で聞いてもいい

んですけど 

0:23:28 次のパワポの資料で 5 ページ 6 ページ、5 ページかに書いてある内容を見、 

0:23:36 ちょっと万点ツガネこの濃縮個別 30 でやってる話が本当にこれで表現できる

のかというのがよくわからなくて、 

0:23:48 審査会合テスト濃縮個別 30 の云々のなんて言われても困るんですけど、大

元損前回第 4 回申請のときには、再処理ＭＯＸ廃棄物管理とあわせて、 

0:24:03 全体として意見を一体として降雨やっていきますと、 

0:24:08 いう話に整合するように濃縮もやられたと思っているんですけど、これがどうも

それに乗っているように見えないんですけどなんでですかね。 

0:24:25 日本原燃坂本でございます。 

0:24:28 すみません、御指摘の通り、一つ目の矢じりのほうは全社のっとってやってい

るということで二つ目の下のほうは、これまで 1 回から 3 階まで濃縮で独自に

やってきていた過去のものも含めて、 

0:24:44 ご連絡できているのか確認するということで濃縮事業部一つ特徴で検討を進

めていったものです。ちょっと全社今いろいろ整理をシートで整理。 

0:25:00 続けているので、ちょっとそれも踏まえて整理していく漏れがないと整理し物価

少し検討いたします。 

0:25:09 今日ですよ。 
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0:25:11 はい、運営。 

0:25:13 規制庁コサクですねよろしくお願いします。今言われたようにこの下のほうで

言えば、別紙 2 ですかね。第二段階で申請するものというところをチェックをし

てそこで整理をしていくと。 

0:25:28 いうことになって、 

0:25:30 出ますして別紙 2 を作るにあたってテーマ縦軸は基本設計方針なんですけ

ど、モース関連する設備っていうのを入れていて、説明抽出については共通

09 別紙ということで、今回す。 

0:25:48 来濃縮個別 35 号にも入ってますけど系統といろんなみたいなことがあって、

それでリスト化をして 

0:25:59 対応条文との関係も明確にして一通りの説明ができるかっていうのを設備の

方もおられたわけじゃなくて、条文の説明としての漏れと、 

0:26:09 いうことも含めてチェックするという形になっているので、これだとそれで説明

が足りないんですよね。 

0:26:18 その点よく考えてまとめてください。 

0:26:24 日本原燃坂本でございます。別紙 2 の整理も含めて、濃縮のほうで、はい。近

い全社合わせて回復していき、以上です。 

0:26:39 規制庁カワラサキですちょっと拡大してちなみになんですけど、ここで濃縮個

別 35、 

0:26:47 ここの記載ががらっと変わるような気はしつつですね、もう 1 個別 30 点の引

用する形で、 

0:26:53 御説明されてますけど、これで濃縮スペース 30 は元の形のまま残るもんなん

ですかね、それとも何か今回共通のところとのひもづきでやっぱり御説明され

るイメージなんでしょうか。 

0:27:08 ちょっと位置付けがちょっとよくわからないなっていう 

0:27:12 ことからも人スタートだったんですけど、いかがでしょうか。 

0:27:19 原電の坂本でございます。本資料からは積算計をそれぞれ計上っていっぱっ

す閉洞道全社方針基づいてしっかりゲートボールセンターを確認していくとい

う形で別紙のほうのチェックの方法も含めて、追加していっています。 

0:27:37 以上です。規制とカワラサキです。そうしたときに、／工場は、 

0:27:43 なくなるとして、じゃあ不 30 の位置付けとしてはどういう資料なんでしょうか。

30 の話に入っちゃって恐縮ですが、 

0:27:55 4.35 でございます。参集の資料に少し個別案件の審議については、矢じり二

つやった上での全社の公式に基づいた色塗りして有料化積雪の色塗りこれも

含めて作成しておりますので、そう 30 の中の一部に 
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0:28:12 第 1 回から第 4 回の色塗りクレーム入っていただくの部分を削除するという形

でちょっと整理を進めたいと思います。以上です。 

0:28:25 規制庁カワラサキでちょっと、はい。わからない。ちょっと具体に言わないと多

分わからないっていうのもあると思うので、またちょっと 30 の資料で、 

0:28:34 も確認させてください。 

0:28:36 その上でちょっと念のためなんですけど、全社の整理にもって一応設備抽出な

どは、 

0:28:44 いや、やられていて、それは、これまで認可されたやつも含めて、一応その 

0:28:51 共通 09 のスキームにのっとって、作業としてはやってるっていう前提でよろし

いですよね。 

0:29:01 日本原燃坂本でございます。そうでございます。はい、わかりました。規制庁

川崎です。わかりました。 

0:29:07 多分そうすると多分 

0:29:11 どういうふうに基本設計方針なりってさっきのコサクの日って話。 

0:29:15 との関係にもっと説明ができると思いますし、まず違和感があったの系統図と

かが全然出てきてないような気がするので、ちょっとそこら辺も含めて、本文添

付とかに記載すべき事項の整理をちゃんと共通と足並みそろえて、 

0:29:31 おいてくださいということかと思いますんで、ちょっとその上でなんですけど。 

0:29:39 第 4 回の補足説明資料でまだ再処理とかＭＯＸで整理中だったこともあって、

ある程度仕様表とか基本的方針とかが共通の整理とは違った形でバラバラと

出てきていたような気がするんですけど。 

0:29:55 そこら辺の 

0:29:57 資料としての整え方なんですけど、第 4 回までの 

0:30:02 ような資料構成で補足説明資料とかをいろいろ整理されて説明されるのかそ

れとも 

0:30:09 今回共通を踏まえたという形で、その資料構成含めて体系を変えられるのか

どちらでしょうか。 

0:30:24 日本原燃坂本でございます。現時点では系統をこれまで通り、技術基準にの

っとって、補足説明資料を出していくという 4 回をやり方を踏襲しようかと。 

0:30:39 いうことで考えておりました。 

0:30:42 以上です。規制庁カワラサキです。わかりました。ただ一方でですね多分こ

れ、多分 30 のほうでの話にもなると思うんですけど、 

0:30:53 第 4 回の資料ってかなり 

0:30:56 細分化された資料でも出していただいてるところもあって、例えばこういう、 

0:31:02 救出作業をやりますよみたいなところだけをですね。 
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0:31:05 結果としては、こういったものがサンプルとしてありますよっていったところだけ

をですね補足資料の一つとしてまとめられたような資料があったりしていて、ち

ょっと必ずしもその全体としてこうヘッド共通の整理を踏まえた形での 

0:31:21 アウトプットとはあまり見えない見えないようなところの資料についてたりする

ので、ちょっとそこら辺は例えば適宜ですねまとめられる資料はまとめる場とし

て綺麗に京都の説明ということでこれとこれが、 

0:31:38 これ、濃縮度はこれに対応してるんだねって言ったところがですね読みやすい

ように多分的資料まとめていただけると助かります。 

0:31:46 そういったところを閉等含めてなんですけど。 

0:31:52 ちょっと 

0:31:53 こういった補足説明資料っていうのは何かに明示的にはですね、まずそういっ

た共通を踏まえた整理があった上での補足説明資料なりなんなりが整備され

ていて、その上での申請書っていうことなのかなと思ってたんですけど。 

0:32:09 そこら辺の資料の状況っていうのは今いかがなんですかね、提出予定が大分

10 月先まで延びてるような感じで、これもスケジュールにも関連するんですけ

ど、資料、そういった共通であったり本文の関係の資料というのは今どういう状

況でしょうか。 

0:32:34 日本原電の坂本でございます。エビデンスとなるその色塗りだったり、じすか

そういった整理自体が終わっておりますが、それを説明書の形に起こして、 

0:32:49 整理するという作業での御提出するというところに少し時間がかかっていると

いうところがですね。 

0:32:58 可能な限り、今の工程示しておりますが、できるものからはどんどん早めに提

出していくようにしたいと思っております。 

0:33:07 以上です。 

0:33:10 規制庁カワラサキです。状況は一応作業としては終わっていてあとは資料に

まとめる作業が残っているっていうことで理解はしたので、ちょっとまた。 

0:33:20 多分スケジュール的なところで言うと、多分後で多分もう一度スケジュールの

話をしたほうがいいか、全部が終わってから政治の話に戻ってくるのかなと思

うんですけど。 

0:33:29 そういった本文事項の資料がまた今全然出てきてないんですよね。 

0:33:35 もちろんその技術的にポイントとなる事項と、あとは、申請対象の網羅性って

いう多分その、 

0:33:41 大きく分けると二つの資料があると思ってるんですけど、その本文の 

0:33:47 記載事項に関係するそういった共通の流れを汲んだ資料っていうのを、 

0:33:52 いつごろ出せる準備が整うんでしょうか。 
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0:34:05 量研坂本でございます系統共通の別紙ＣＰ等のような資料、資料自体はこれ

までも確保何でも歩いたり形が作っていっているんですけども、毎回いろいろ

形フォーマットがどんどん変わっていくので、ちょっとそれに追いついていけて

ないという状況でございます。 

0:34:23 それも含めてちょっと作業工程上、別途そういった資料をどれくらい出たする

のかというところを整理させていただいて、いつ頃には固定してきたという所早

めに所説明させていただきたいと思います。 

0:34:36 規制庁川崎です。特に本文事項がなぜか後ろだん推進されてるなという印象

正直今持ってますので、そういったところは少なくとも外概要説明できるレベル

には準備が終わってないといけないなと思っています。 

0:34:55 ていうそのえっと今の点は以上です。 

0:35:00 へえ。 

0:35:01 ほかによろしければ続いて、 

0:35:06 6 ページ 7 ページ以降の確認をさせてください。今補足です。今の話であった

と思うんですけど、4 ページで、その説明の流れがあって、第 5 回目に基本設

計方針工事方法、 

0:35:23 等の共通事項と、 

0:35:25 言っているんですけど。 

0:35:29 基本設計方針の説明が一通りないと別紙 2 なんかをつくれなくてというような

こともあるんですか。 

0:35:37 これは、 

0:35:38 こういうのもこういうスケジュールも含めて考え直して改めて提示いただくって

いうことなんですかね。 

0:35:46 ＪＮＥＳが音です。この絵と誤解を受ける説明も含めて、見直しさせていただい

て再提示させていただきます。以上です。 

0:35:59 はい、規制庁直接わかりましたでもう一つ 7 ページなんですけど。 

0:36:05 内容については事前の面談でいろいろと聞きしているので結構なんですが、こ

れを、これも補足説明資料を呼び込んじゃってるので。 

0:36:18 埋め込み分けしていただく食うんですけど。 

0:36:22 ここで海洋として説明しなきゃいけない事項って何か。 

0:36:28 考えはありますか。 

0:36:35 日本原燃坂本でございます。これまでに許可とかでこれまでは現象ごとに申

請してきたのが型式という形で、初めて申請するようなことになるので、そこを

説明する。 

0:36:51 ポイントかと思っておりました。 
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0:36:54 以上です。 

0:36:55 規制庁、古作ですけど、それはもうすでに書いてあって、 

0:36:59 それ以外に強い 

0:37:04 示すと言っている事故前具体的に 

0:37:09 補足説明に飛ばしちゃっているものを飛ばさなくした場合に何か追記するとい

う。 

0:37:14 イメージワンでしょうかというシステムです。 

0:37:21 日本原燃坂本でございます。これ特待飛ばさなければこの後の定量っぽ定例

王道といった形で提供するかという具体的な結局あの使用前事業者検査が終

わっていることだったりと施設管理上の必要な検査。 

0:37:39 維持がされていること等のというふうに転用するかというところの取り扱いの具

体を説明する必要があるかと思ってます。ただそこは審査会合等のような場で

説明するレベルのものでもないかといった考えておりますと、この記載振りも

含めて、 

0:37:59 検討させていただきます。 

0:38:03 はい。規制庁コサクです。よろしくお願いします。あまり詳細は必要ないと思う

んですけど、 

0:38:12 この変更によってこういうふうにお変わりますよっていうのは概略は説明いた

だいたらいいかなと思いますので整理をしてまた提示いただければ。 

0:38:20 以上です。 

0:38:23 4 検査を通じて了解いたしました。 

0:38:29 規制庁川崎です。ちょっと気になるんですけど電波にあたって多分文章で説明

されよう説明されようとしているので、結構そのシリンダ向こう 2 ページにわた

って詳細な文章が書かれているんですけど、多分開放向け資料なので、常に 

0:38:46 現在の資料に対していつもコメントがついてるかと思うんですけど、簡潔に説

明できるところは簡潔に説明していただいて、そこのなんていうんですかね。

軽重をつけていただくってさっきあのコサクからもあったかと思うんですけど。 

0:39:02 そういった形にしていただくと幸いです。特にその技術的なポイントとかが多分

前のほうに出てくると思うんで、それに対してこの移行審査のところの、どのぐ

らいの重みをつけるのかって言うのもバランスをちゃんとつけて説明をお願い

したいと思います。 

0:39:18 以上です。 

0:39:23 4 検査がほとんどでございます。もしスペック的な通り文章だから、背景かけて

当ですので、その記載をフィックス形状修正いたします。以上です。 
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0:39:35 はい、規制庁カワラサキですね、ちょっと続いて 8 ページのところもちょっと確

認させて欲しいんですけど。 

0:39:42 この参考資料でつけられてるやつなんですけれども、 

0:39:46 多分全体工程を説明される際に使われるのかなと思う思っているんですけ

ど。 

0:39:54 ちょっと記載ぶりでちょっと気になるところが何点かって、ちょっと事実確認。 

0:40:00 なんですけど。 

0:40:01 これ大きく分けると 1 ポツと 2 ポツと 3 ポツで申請全体がありますよということ

なんですけども。 

0:40:10 この 1 ぽつについては第 5 回で竣工 2021 年度ということ。 

0:40:15 なんですけれども、 

0:40:17 2 ポツについて、ちょっといまいち理解できないところもあって、 

0:40:23 ネットにぽっと出すの。 

0:40:25 どんどん来保管廃棄塔のところについては、／類パールＥＢ湾のヘッド廃棄物

カートあと廃棄物建屋が二つ書いてあるんですけども、これらの設備というの

はいつごろから実際にその 

0:40:42 共用と委員 4 ですか、使用前の確認まで終わって、実際廃棄物を入れてって

いう作業をやるのかだとちょっと線表上記憶わからなかったんですけど、それ

ぞれ二つの項目についていつから 

0:40:56 なのかっていうのをちょっと教えていただけないでしょうか。 

0:41:07 日本原燃、渕野です。 

0:41:11 或いはルールの廃止措置、それから廃棄物建屋の建設計画ですが、 

0:41:17 抄考えていたときにはこの追加安全対策と並行してっていうぐらいを考えてお

りましたが、現実的にはまだ追加全対策親戚制度的 5 っていうのは完了して

ませんので、まずはこれを完結させるのは専決ということで、 

0:41:36 具体的にはそれが終わってから準じということで考えております。 

0:41:42 この 

0:41:44 ／ポイントにも書いてますけども今年度中に竣工をさせるっていうのは当初の

工事計画ですが、それもかなり厳しくなってきてはおりますので、その点も踏ま

えて、全体計画というのは今見直しを考えて検討しているところですが、 

0:42:04 土佐最初申しました通りで 2 ポツの廃止措置廃止してかえと廃棄物つう関係

の申請についてはまずは追加安全対策を行ってからというループスケジュー

ル感で今は考えております。 

0:42:20 ちょっとまだ具体的にまだ時期についてはこの時期というのはちょっと御説明

することできませんが、考えとしては以上となります。規制庁カワラサキです。
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まだ未定なところがあるというのはわかったんですけど、ちょっと質問の趣旨と

しては、まず、 

0:42:35 廃棄物管理建屋と、あと或いは廃棄物かっていう二つの工事は大きく分けると

大きくっていうか分けるとあって、 

0:42:44 それで廃棄物建屋については検査の完了か 2021 年度となっているので、一

応 

0:42:52 いわゆるそこで、この建屋については、 

0:42:57 供用を開始できるタイミングがここであると、で一方で或いはんについては、線

の引き方が、 

0:43:05 →だけ書いてあって、どこが延々となんかっていうのが書いてないような気が

するんですけど。 

0:43:12 あとついでに言うとその 1 ポツと 3 ポツは竣工っていう言葉があって、2 ポツに

は竣工という言葉がなくて、ちょっとそこら辺の関係が曖昧なのかなっていうの

があったんですけど、そこら辺の記載ぶりいかがですか。 

0:43:29 日本原燃普通です。動く指摘いただきますとで記載ぶりは足りてないとか修正

いただきバックアップ 

0:43:37 大まかに時期的期限的なものでご説明しますと或いはの廃棄物化について

は、今はちょっと余計な話になるかもしれませんが、特別な保全計画のもと

で、 

0:43:54 揉まほぼ再開する見通しのない設備という位置付けでの管理をしていますの

で、これはできるだけ速やかに本来あるべき廃棄物の形にするというのを速や

かにやるということでいつまでというような 

0:44:09 契約期限的なものはございませんで廃棄物建屋のほうは、これは下の三つ目

の新型遠心機への更新の方法等、少し連動するところもありまして、三つ目の 

0:44:25 300 トン残り 300 トンの遠心機の更新、こちらに着手する時に更新工事等で廃

棄物がまた出てきますので、その廃棄物を受け入れられるように、廃棄物建

屋のほうを今年度中に作っておくと。 

0:44:43 いうのが元の計画にはなっております。ここら辺を今は遠心機の更新の方も当

初想定とは少し大分遅れてきてますのではこのままリカバリーしていくかどう

かというところも含めて、ネットさんも連動してるとこがありますので、 

0:45:03 時期的なものですとか竣工時期等については、 

0:45:07 買わせてここの説明ぶりについては、期待を修正するようにいたします。以上

です。 

0:45:15 規制庁カワラサキです。いろいろ細かいところがあるのか。 
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0:45:20 たんですけど、細かいところを説明してくれって言ってるわけではなくて、資料

として 

0:45:29 例えば 1000 円が二つあって、片方が書いてあって片方が書いてないと、じゃ

あこのＲＥ例えば或いはんどっち保管廃棄等っていうのは実際に保管廃棄し

てんのか、なんかどうなのかもちょっといまいちよくわかんないんで、その行政

手続きは終わりたいがどこかもよくわかんないんで。 

0:45:47 ちょっとそういったところを明確化しといていただければなと。 

0:45:51 思います。 

0:45:53 あとはですね。 

0:45:56 あとちょっと細かいことを続けて言うと、第 1 回とか第 2 回とかの矢印のところ

で、 

0:46:04 何か矢羽矢羽みたいなところの中で第 1 回と第 2 回は設備が書いてあって、

第 3 回以降が書いてなかったりとか、ちょっとそういったところで、平仄が合っ

てないところも気づいたので、そういった目でも見直しておいていただけるとあ

りがたいです。以上です。 

0:46:23 日本原燃坂本でございます。すいません。そういった検査も含めて切符是非と

もので際お出しいたします。よろしく。 

0:46:33 すみません、規制庁のオオハシなんですけれども、ちょっと一つ前の 

0:46:38 質問に戻るんですけれども、すいませんこの或いはの廃棄物かと 300 トンＳＷ

の意思判定遠心分離機側から同時に 

0:46:51 221 年度中に行く申請予定っていうことなんですか。ちょっとすみません、ちょ

っと説明があったかもしれないんですけれども、 

0:47:00 日本原燃の渕野です。 

0:47:03 或いはの廃棄物かはできるだけ早めにっていうところもありますので、今年度

中に出せれば、出したいというところがございます。あともう一つの下の三つ目

の 300 トンの増設更新についてですが、 

0:47:18 こちらは遠心機を当社の製造工場でつくりますので、まずはこの前 7 月に認

可いただいた最初の 75ｔ分、こっちの遠心機をつくって濃縮工場に据えつけて

から、 

0:47:35 次の 300 トン分の製造据付という工程に入っていきますので、こちらはまだへ

のたちまち今年度中とかっていうようなタイミングで申請させていただくものと

はなりません。以上です。 

0:47:50 わかりました。ちょっとこの線表上なんか見ると何か 2021 年度中に新設する

ように、少し見えたので、質を質問しました。その辺がちょっとわかるようにな

ればいいとは思うんですけれども、 
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0:48:07 日本原燃ちゃうんです 

0:48:09 今の撤去だと同じタイミングで出てくるなというふうに見えておりますので、そこ

も含めて記載のほうは修正するようにいたします。以上です。 

0:48:22 私からは質問ないですけれども、他質問ありますでしょうか。 

0:48:35 特別を話し合ったかもしれないんですけど、 

0:48:40 8 ページの 2 ポツってなってますけど、建屋等廃棄物かっていうのは、設工認

上はリンクはないんですよね。 

0:48:52 上で必要な設工認としては別のもので認可をいただくこととなります。リンクは

しておりません。以上です。 

0:49:01 はい。 

0:49:03 こういう同じ枠でかつ矢印が同じ高さでそろって先に引き続きって書いてあるも

のであるかのようにもちょっと勘違いをしたもので、その辺りの整理をしていた

だければと思います。ついでに言うと、シリンダ件 

0:49:20 高のやつも一番下にお盆ごろに書いてあって、これも位置付けがよくわからな

いので、もう、もしこれがされるんであれば、大分整理していただいたほうがい

いかなと思いますけど、それで何か。 

0:49:34 いるんでしたっけ。 

0:49:38 ベント普通です。先ほど来から御指摘いただいてますっていうのも含めまして 

0:49:46 まずファインシンターは、これは持とうと事業許可変更許可を今回掛けたもの

の中のものとは違うので、1 人、 

0:49:58 取ってつけたようにただ書いてしまったというのが実態ですので、123 の事業

変更許可と連動してるものだとそれから出すタイミング、あとは登用認可をい

ただく施工に脳で認可をいただく単位 

0:50:13 タイミングはここがわかるように記載のほうは修正いたします。以上です。 

0:50:21 はい、企画部長コサクです 

0:50:24 内事業変更許可に伴う設工認だということでありつつ、そのうちのこの部分で

すっていうことがわかればいいだけではあるので。 

0:50:38 何、何の説明で必要になってるかっていうことだけはっきりしておいていただけ

ればと思います。 

0:50:45 よろしくお願いします。 

0:50:48 夢の記念す了解いたしました。 

0:51:01 ほか規制庁側から提出もありますでしょうか。 

0:51:12 はい。ないようであれば、補足説明資料のほうの説明をお願いします。 

0:51:27 日本原燃若林です。それでは濃縮個別 

0:51:37 しました。日本原燃の小林です。 
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0:51:39 提案濃縮個別関係について説明いたします。 

0:51:43 先ほど、こちらから背の先ほどの指摘も踏まえまして見直す部分などもありま

すので、できるだけ簡潔に説明したいと思います。 

0:51:51 こちらもしく個別 30－だＡＢゼロとしておりますが、本資料は、第 4 回申請出し

ていたまわし個別 01 の全体に関する補足説明資料をリバイス対 5 回申請を

踏まえて、改定したものであります。 

0:52:07 ですので、基本的には前回背景版ということで変更箇所等に河川といたします

のでその部分について説明しています。3 ページ目ご覧ください。 

0:52:20 車 3 ページ目に申請の全体計画を示しておりますが、変更部分としては一番

下のほうにつけてます。今回の申請ということで第 5 回いつ出したということを

回避シリンダーの設工認について。 

0:52:33 結構 2 を躯体系に加えておりまして、新たに添付 5 として、一番下につけてま

すがシリンダーの設工認時の取り扱いについてという資料を 

0:52:44 新たにつけております。 

0:52:47 続いて、5 ページ目をご覧ください。 

0:52:51 こちらが設工認申請対象設備等の抽出について、ことで、まず、（1）が設工認

時対象設備の抽出について、こちら第 4 回から説明したとつけておりました

が、跨っ切れ会計変更部分ですね。 

0:53:07 基本的に機器の抽出がかかってないんですけども、第 5 回申請にあたって、

遠隔消火設備と記載していたものをハロン本で、また配管等とボンベと配管と

いって細分化する等の修正を第 5 回申請に合わせて、こちらは、 

0:53:24 添付して設備リストのほうも修正加えております。 

0:53:29 続いて 6 ページ目。 

0:53:31 ご覧ください。 

0:53:34 寄せたものからも説明しましたが、網羅性について説明する資料であります。

ここはですね先ほど御指摘を踏まえましても全社の整理状況等も踏まえて、 

0:53:48 ちょっと今後、記載を見直したいと思っております。ですので、説明のほうは割

愛させていただきます。 

0:53:56 設どいて 51 ページ目ご覧ください。バラが新たに追加したシリンダーの設置

公認上の取り扱いについてになります。 

0:54:16 すいません。ちょっと今通信状況が悪いって少々お待ちください。 

0:54:26 4 ページに載せてございます。すいません。 

0:54:29 先ほどの白金シリンダーと変わるところんと説明いたします。ですから 45 ペー

ジ。 

0:54:35 うん。 
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0:54:38 結構 12 ページをご覧ください。 

0:54:45 51 ページからですが、班員審査に関わる変更の設工認とあと第 5 回申請で

配置した設工認をどうやって改革かっていうところの二つを設置しております。

まず以深だろう変更施設今回説明しまして、53 ページ目でございます。 

0:55:03 53 ページは先ほど説明いたし量と同じでございますが、本設工認のポイントと

なるところがまずは最新の事業変更許可、これに対してちゃんと別途成功した

部分になっているのか、あともう 1 個が最近は品質マネジメントシステム。 

0:55:20 コストとの関連性、これがちゃんとしているのかというところをしっかり説明する

必要がある。 

0:55:27 いうところでございます。 

0:55:30 設計ということもないと技術的なことはないんですけど、これがこういうことだ

と、ほぼじゃ考えております。計ついて 15 ページ目を入れてください。 

0:55:40 55 ページ目が、最新の事業許可を踏まえて、今回の鉄工事変更内容変更気

管支代表が成功しているかというところで御事故ページの表ですが左はええと

設工認三つチェックした詰めの中見てみ補足説明を受けて設置し、 

0:55:59 併設こういう中では 

0:56:03 まず、沈下本数、これは変えるけども、これは許可の冷凍新しいとかでも、こ

れは映像範囲内本数だということで、あと最大貯蔵能力については、議題の

方でアップしていって、この奔走ファイルから決定ちょうど変更するものではな

い。 

0:56:20 いう説明をした上で、整合しているという形で整理しております。 

0:56:25 あと表の下をでございますが、これはお宅の情報、状況でございますけども、

新しい事業許可、今の事業許可と旧京成 18 年の節項徐々に工認を申請した

当時の許可、これも廃品シリンダ要求事項的には変わっていきたいと。 

0:56:43 いうところを一応お手伝いしていくものでございます。 

0:56:48 続いて 

0:56:50 コーヒー次のページです。二つポチ 6 ページ。 

0:56:54 記載品の品質マネジメントシステムとの関係でございます。 

0:56:59 セイヒョーで左側に設工認に書いてきた医療右にその具体補足説明を載せて

まして。で、今回設計及び工事今回の設工認を伴わないですけども、設工認を

申請するにあたっての右の表の右側の表、さらに中にある表。 

0:57:16 そういったところで系統設計及び工事に係る品質までうちシステムの説明書の

どこに基づいて何に基づいてやったのかという、もう少し具体的にしておりま

す。まずは 3.1 の設計及び検査の組織体とこの説明書の 
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0:57:33 体制組織、これに基づいて設工認を作成したと今回実施しております。あと

3.3．3 の 

0:57:42 アウトプットの検証のところでそこで設工認の作成とか指定と承認定められて

います。これに基づいて設工認を作成して、その必要な体制でチェックを行っ

て、あとは必要ない市議会これかけて審議等実施して時させられて遠いや確

認した上でテストしていると。 

0:57:59 この部分について、今回この先ほど一番金厳重なレジメシステムは適用され

ているというところでございます。 

0:58:09 すいません配当変更認可申請のほうは以上でございます。 

0:58:13 続いて 57 ページからは品質金額を相続別に使用表とか本会オオオカ下式で

新設することを言ってどう期待したかというところでございます。 

0:58:24 58 ページください。 

0:58:28 58 ページのほうに、左側に国会を大分耐震性でてっ載せております。当使用

表。 

0:58:36 を載せてその説明を補足説明しております。 

0:58:39 まずはでしょうところ型式として、やっぱり売却これを書いてある位置でまず 2

のところで本数は期待しないという整理した上で、また、③番のところで許可を

呼び方が組織変わりますので、そこの手当をして買っ許可との関係を明確に

すると。 

0:58:58 これは許可で示すところに当たりますと、あとこの規格のシリンダにテフラ宇宙

て土捨場営業資金収支劣化ウランを哲男廃止だという説明を 3％でした。 

0:59:09 ④番のところで、これは補機ラインに設置しますとそのシリンダと議題の関係

性を明確にするというところで次の 59 ページ。 

0:59:21 次の 59 ページに先ほど呼び出された置き台の地表表の設定やっぱりバス、

ここで①ところデブリのほうで母数として 128 ページということで、これが下の

辺りするブロックのところで、現状シリンダ 1 本組を積載するとして、 

0:59:39 それで最初努力は人為 8 だということで、先ほどの診断法等陸閘取って再ちょ

うどの立法明確にするという形で資料構成しており、 

0:59:52 定期性等、 

0:59:55 また、1 ページへ移って、 

0:59:59 Ｓの 60 ページをご覧ください。 

1:00:05 60 ページのほうに見直し後の原料シリンダインチキだ対応フローでございま

す。 
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1:00:15 前回コメントいただいたところで消費者保護伐採木信託県境のところご覧くだ

さい。併用する際に何を確認するのかというところでまずは使用前事業者検査

を実施済みのシリンダであること、それから、あと、 

1:00:31 保安規定に基づく施設管理、これがいて、これ維持だったり、点検等を規定し

ております。これに基づいて適切に実施してきているのか、あと廃品シリンダ

の配当提供することが持つ増えますので、これがちょうど補正からこういった

確認をするということで流れ設置特性 

1:00:48 これらを含めてちょっと検査をどうするのかというところは、工事の方法のとこ

ろの補足説明資料でほぼ詳細を示していきたいというところで考えておりま

す。 

1:00:59 本資料の説明は以上でございます。 

1:01:09 はい。御説明ありがとうございます。 

1:01:17 ちょっと確認ですけれども、 

1:01:21 これに関しては店舗号以外は特に説明なかったですけれども、ここは家庭か

ら 

1:01:30 添付の 1－2 から 4 までは特に変更はなかったということでよろしいんですか

ね。 

1:01:39 はい。 

1:01:42 日本原燃若林です。その通りの理解であれば細かい修正があるのですね、ジ

ャックス、 

1:01:50 はい。 

1:01:51 規制庁側から質問等お願いします。 

1:01:59 規制庁川崎です。ちょっと確認なんですけども、 

1:02:07 まず、今回、さっきもちょっと若干話が出たんですけど。 

1:02:12 濃縮個別 30 は濃縮個別 30 として、 

1:02:16 共通との整理をした上で、この資料自体は残るというふうに 

1:02:21 認識してるんですけども、そうしたときに、 

1:02:27 ちょっとさっき若干話があったかもしれませんがちょっと具体的な箇所でいう

と、添付－1 が、まずは目次でいうと 2 ページにあるんですけど。 

1:02:38 添付の 1 が全体の設工認申請対象設備ということで、これがまさしく共通、06

なり 09 を踏まえた設備選定のものが添付 1 になってると。 

1:02:54 添付 2、 

1:02:56 ていうのが、 
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1:03:01 今回の実際のその配置であったりとか、対象施設がどこにあるかといったとこ

ろを図面で示していたりするものですとね添付 3 は取り上げについての開始

の 

1:03:15 ところでも議論がありましたけど、すでにお示ししていただいてる添付 3 ですと

いうことなんですね。 

1:03:22 で、添付 4 か或いは店舗側シリンダでということで、個別の事項なんですけ

ど、 

1:03:31 ちょっと確認なんですけど、添付 1 とか添付 2 っていったものの位置付けとし

ては、 

1:03:38 共通 06 とか共通 09 ていっている。 

1:03:43 内容の例えば設備救出の方法であったりとか、 

1:03:48 そういったところについてどこまで書くつもりですかね、修正後のイメージでい

いんですけど。 

1:03:55 要するに 

1:03:57 位置付けとしてこれがヘッド濃縮としての 

1:04:04 考え方を改めてその共通でやってたのはこういうことですというのを述べる資

料なのかそれとも 

1:04:11 アウトプットとしてリスト等をつけているので、それをあくまで示す資料なのか、

ちょっとそこら辺をどういうイメージで、今後やられようとしてるのかをちょっと御

説明いただけませんでしょうか。 

1:04:30 広げたワカバヤシです。 

1:04:32 イメージとして今、先ほど川崎さんもおっしゃったほうの後者になりまして、アウ

トプットとしてのアウトプット全社共通の考え方をもとにして整理したわけではち

ょっと示すという現状も施設工認申請対象設備の抽出については第 4 回のと

きから、 

1:04:50 5 ページのほうに記載しておりまして、この通り、弊社の考え方を踏まえてリス

トアップしたものを示しますと、 

1:04:58 こういう記載にしておりますので、網羅性のほうにつきましても、ちょっと 

1:05:03 こういうふうにまとめた。 

1:05:05 考えております。 

1:05:07 以上です。 

1:05:08 規制庁カワラサキです。今 1 もおっしゃった方針で言うと、5 ページ以降の記

載がどういうイメージになるんでしょうか。例えば（2）、 

1:05:19 どっか括弧 

1:05:20 違うか（2）の中にまずは柱書きがあって、 
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1:05:26 後から 1 ポツの後に、 

1:05:30 6 ページ以降が 2 ぽつサンプということです。日本的ですか、レポートの記載

を、 

1:05:36 追記されてるイメージなんですけど、ここのところはどういう資料構成になるで

しょうか。 

1:06:01 日本原燃ワカバヤシ建設途中補正で途切れたんですが、2 ポツ以降が、どう

いうイメージになるかということをお答えすればよろしいでしょうか。 

1:06:10 はい。その通りです。 

1:06:17 1 ポツの含めたんですけど。はい。 

1:06:26 日本原燃若林です。まず 1 ポツにつきましては、第 4 回今は第 4 回申請時点

の全社共通で 60 系を踏まえた記載になっておりますので、 

1:06:38 方案白亜の形は変わらないですが再度、全社共通資料のほうをもう一度確認

して追記することがあれば決議したいと考えております。 

1:06:48 下にポツにつきましては、先ほど坂本が申した通り、今は濃縮独自のこれま

で、 

1:06:56 第 1 回からはマイナスある県とかを踏まえまして商品の週に 1 回湖東執行と

か、会計たものの回収についてのみしか記載しておりませんので、 

1:07:07 そういった記載ではなくて、全社として、 

1:07:11 全社共通の考え方に基づいて、 

1:07:14 もしくは実施する事項を記載したいと考えておりますのでちょっと具体的に 

1:07:19 Ｆ2 での今お答えできませんけれども、 

1:07:23 はい規制庁河原木ですっていうことになると結局そのやったこと、濃縮として

拠出を受けてやったことは一応、 

1:07:32 その概略を改めてある程度は御説明していただいた上での 

1:07:39 当テンプとしてのリストがついてくるっていうイメージの資料っていう理解でしょ

うか。 

1:07:51 日本原燃若林です。はい、その通りです。規制庁カワラサキですわかりました

であれば、多分結構なんていうか、 

1:07:59 その共通で今再処理とかＭＯＸとかでやってることを十分なんていうんですか

ね、理解した上で書かないと多分うまく 

1:08:08 結果をまとめて書くのって結構 

1:08:11 大変だと大変というかたらあれですけどちゃんと理解してないと多分書けない

と思うんで、そこら辺ちょっと十分検討したもので、もう 1 回見させていただくの

かなと思いますので、よろしくお願いします。それにあたっては当然原燃として

のチェックをなされた。 
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1:08:27 ものとして多分出てくると思うので、そこら辺は共通で、 

1:08:31 やってる人達が多分たくさんいると思うので、そこら辺とのと不整合が生じない

ような形の説明を 1 個隣にポツなりでつけておいていただければと思います。

よろしくお願いします。 

1:08:47 日本原燃ワカバヤシて電車と調整池となる上記載してアウトプット出そうと思

います。承知しました。 

1:08:55 規制庁カワラサキちなみにその第 1 回から第 4 回まで。 

1:09:01 との関係だけ強調されてる資料になってる点について、実際にやってる作業と

しては、別にその。 

1:09:09 第 4 回と第 5 回、第 4 回までと第 5 回まで 

1:09:14 特に濃縮度やる必要があるっていう意味なのか、それとも何というか、 

1:09:19 近隣方から 

1:09:22 特に今回改めてこういう確認をしないといけなかったんだとか、当然その再処

理とかＭＯＸみたいに 1 からやる人たちとは若干差分が生じているような気も

一つ、ここで書きたかったのはそこの差分の部分。 

1:09:37 作業として何か差分が生じるっていうことなんでしょうか。それとも、あくまでそ

れはその全社共通のスキームの中の一つであって、特にその特出しでここだ

け書かなくても良い事項っていう理解でしょうか。 

1:09:54 現在坂本でございますが、今、全社でやっていただくの別紙の整理の方法で

業績往診から使用表に書くと決算を離隔とか、整理をしっかりやれば、この今

我々がやっていただきたいから 4 階から回収できるとか、チェック。 

1:10:12 不要で、そこで実績も含めて我々も持ってるのがあるんで、ほとんど実績を実

際その別紙に入れてくような形になると思うんですけども、その整理で、これが

ないことはちゃんと設計できると思っております。 

1:10:28 何でやってた見直した上で整理して、 

1:10:31 規制庁川崎です。わかりました。よろしくお願いします。 

1:10:39 そこです。今の視点で大きくは間違ってないと思ってるんですけど、カワラサキ

といったように、再処理ＭＯＸについては、最初に考え方を整理をして分割とし

て、 

1:10:55 各階にどういう説明をすれば最終的に式の説明だったと。 

1:11:00 いうことを計画をして準じ段階踏んでいくので、その整理でいいんですけど。 

1:11:06 エーッ同士の場合は第 1 回から 3 階までについてその整理をせずに準じてや

ってきてしまっていて、第 4 回のときにその思想を入れて、少なくとも第 4 回は

同じようなやり方をしてきたと。 

1:11:22 いうことなので、第 1 回から第 3 回のものについて、 
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1:11:28 ＡＰＡその他のことも含めた説明ができてるかっていうと必ずしもそうは言い切

れないので、現状の 6 ページ 7 ページで書いてるような作業では 

1:11:41 全体で話をしていたことっていうのがうまく繋がってこない。 

1:11:45 いうことなので、まず見直しはしていただくということなんで、それはそれでいい

んですけど、そうは言いつつ、見直した結果として、 

1:11:59 最初にＭＯＸのように会うときに、第 1 回段差段階で本当に投資所見にその計

画をして説明したことがちゃんと第 1 回から第 3 回で説明できていたかと。 

1:12:12 いうのは、確認いただかないと 

1:12:16 同じだけでは、やはり足りないので、 

1:12:19 その点の確認の仕方というのをどうやっていくのかでその確認内容を今回の

申請の添付書類でどう説明したほうがいいかと。 

1:12:30 いうことはプラスＡＬＰＨＡとして考えて提示をいただきたいと思います。 

1:12:37 よろしいでしょうか。 

1:12:40 原電坂本です。理解 

1:12:43 いたしました、いわゆるそのプラスアルファをどうやってやるかも含めて整理し

て御説明するようにいたします。以上です。 

1:12:56 規制庁川崎です。 

1:12:58 ちょっと続けてよければ、ちょっと別途添付の 

1:13:03 3 以降の話なんですけども。 

1:13:09 今回変更されたという意味では、添付の診断のところだけですかね。 

1:13:17 具体的にページ数で言うと 50、3 ページ以降の話なんですけども、これは確か

面談で作っていただいたものに最後につけが出ていた部分を加えたものとい

うふうに理解しています。その上で確認なんですけども。 

1:13:36 年版で別途幾つかこちらから 

1:13:42 確認していた事項の中で、 

1:13:45 実際のその 

1:13:47 整理をどうするかっていったところについては申請書にある程度結果として示

されているということで理解できつつですね、ちょっとまだわからないところが 

1:14:02 ページで言うと、例えば、 

1:14:10 右下で言うと 60 ページぐらいの話言いに対応するかと思うんですけど、面談

のときに、 

1:14:19 信頼の本数なり何なりを管理していく方向をどういうふうにやっていきますかと

いったところで、事実確認をしたかと思うんですけども、実際そのホースの話に

なったときに使用前確認までの話っていうのは、そういうこういったフローで、 
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1:14:36 御説明があったかと思うんですけど、その後の定期事業者検査なり、当施設

管理の中での維持管理の仕方についてどうやりますかっていったところについ

ては、今、 

1:14:49 ちょっとご同意御説明にあってるのかちょっと改めて御説明いただけませんで

しょうか。 

1:14:57 置けるの坂本でございます。当受け入れた後の系統検査後、そのあとのいい

値との対比でしょうね確認をやるか含めて、工事の方法のところの説明を補足

説明資料でそう流れも含めてあと既設であるものはどうするのかっていうとこ

ろも、 

1:15:17 含めて等を整理して御説明させていただこうというところで考えておりました。 

1:15:24 決定論的スピードでございます。規制と書くべきなのということは、 

1:15:30 ちょっと一方でこのフローにどう反映されるんだろうっていうのが、 

1:15:34 多分今の説明だとまだ追加の説明を受けないと反映すべき事項があるのかも

ちょっとよくわからないような感じだったんですけど、ちょっと概略を御説明いた

だけますか。 

1:15:48 それとまたそれは検討中ということでしょうか。 

1:15:54 原燃の坂本でございます。今その辺を整理してて系統を示しますが、概略とし

ては、診断については、現在保安規定に基づいて、当ＪＡ試験結果で気に入っ

外観と確認を 

1:16:12 来て漏れがないことを確認をしております。別途例えば肉厚とか系統寸法材

質に活動については、ＡＮＳＩ規格のＵＦ6 を収納するシリンダは 

1:16:28 職試験の結果も設工認のほうで出しておりますが、2 ヶ所の原価ほとんどない

と 10 年経ってもほぼ 0 というところが、技術的に確認されているところですの

で、その政党評価結果を踏まえて、本規程の施設県管理の中でこういう巡視

点検する行為確認、こういう点検を定期的にするという 

1:16:48 そこを決めておりますので、それも踏まえて、ｄ現状保全管理の中で洞爺事実

経過されて°以下がんだけ確認をしているかというところを整理して御説明さ

せていただきます。 

1:17:05 以上です。 

1:17:07 設計上カワラサキです。 

1:17:10 整理してご説明いただけるということは変わりましたので、多分そのときに、 

1:17:18 洗っても工事の方法をちょっと、ちなみにいつごろ御説明される予定かってい

うのと、そのときにこれも一応合わせて見直すされる予定なんですかねってい

うのを確認させてください。 

1:17:38 日本原燃坂本でございます。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:17:40 この後個別 01 のほうは全体の流れた傾向を示した上で、工事の方法のほう

で詳細にこの保安規定に基づく施設管理などといったものを下げるとかという

ところ、あと商売事業者検査対応等のようにやって使用が確認を受けるのか

と。 

1:17:58 さらに詳細な中身について整理していきたいということで考えております。1

今、今の予定では大分後の予定になってるんですかっていうだけあと早めた

形でご提出するように、ちょっとスケジュールを再整理させていただきます。以

上です。 

1:18:17 規制庁川崎です。わかりましたが、多分あれなんですよね今おっしゃってるの

が 60 右下 60 ページと 5 番目の列にある。その保安規定。 

1:18:31 に基づく施設管理が適切に実施されてることっていうことで、この資料としては

記載いただいたというふうに御説明いただいたという理解で商材が工事の方

法っていうことだと。 

1:18:44 思いますけれども、 

1:18:46 何となくこの転用のところにし、施設管理が適切に実施されていることって書

かれていて、何かこの時点だけの話のように思えるんですけど多分実際は、

保安規定に基づく施設管理として、日常の中で、 

1:19:02 やっていくことなんだよっていうことをこれ対応フロー無 5 番の中で、それも含

めてよう言わんとしていたということでしょうかね。 

1:19:21 ペネ坂本でございます。すいません。 

1:19:25 このポンプピットを設け、 

1:19:28 含めて疾病とこの資料及びダンパなので、先ほど工事のほうに記載するという

とこ見てましたが、東ソーではなくて、この資料の中で等の閉じ込め 30 中での

この資料の中で、先ほどの施設管理が具体的にどうするかも含めて完結する

ように、 

1:19:46 修正した上で、来提示されることでさせていただきます。以上です。 

1:19:52 規制庁区ハバサキですわかりました。よろしくお願いします。 

1:19:56 このシリンダの件は、私からは、 

1:20:01 そう、そうですね、そういったところです。以上です。 

1:20:11 規制庁コサクです。戦争もですね、補足説明資料になんでシリンダが入ってる

んだっていうこととかの考えがちょっと中途半端な感じがするんですよ。 

1:20:25 イッキョクあれ 2000 で資料は幾つかある設工認の関係性を明確にしてそれに

よって今後この申請ではこういうことまで、 

1:20:40 整理をする必要がある説明する必要があると。 

1:20:43 いうことをまとめて申請書の適切性というのを説明をすると。 
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1:20:50 いうことだと。 

1:20:53 1 回をしてるんですけど、そうだとすると。 

1:20:57 シリンダーについては本数変更っていうものがあってそちらは新基準の対応し

てなくて、 

1:21:06 設工認の対応は終わった上で、新基準側でやりますよと。 

1:21:13 いう辺りが一番のメインの説明。 

1:21:19 の所信でそれにおいて 

1:21:24 新基準のほうではシリンダのみ記載方法を変更するっていうのは共通 06 との

関係での説明事項で、 

1:21:33 その変更のさらに補足として、運用はこういうふうに変わる結果変わる形にな

り適切に運用できますと、 

1:21:42 いうことを説明がくっついてくる。 

1:21:45 いうことだと思うんですけどそのあたりちょっと読みにくくてですね。 

1:21:51 ただ発表だけっていう感じになってるんですけど、 

1:21:56 いう理解ですかね。一応私の理解、よければ、そのように直していただければ

いいんですけど。 

1:22:03 原電、坂本でございます。おっしゃる通りでございます社内からもちょっとわか

りにくいといったをいただいておりまして、すみません、適切に見直すような形

にいたします。 

1:22:15 以上です。 

1:22:18 日本原燃ヤギハシです。今の点ですが、これ第 1 のほうの、ちょっとまた整理

の仕方で第 4 回申請を踏襲した形で今この 01 の資料を使う手段で見直して

おりまして、もっともっと 

1:22:33 その結果として、もともと全体の更新性が何本あって、施設各設工認の申請境

界はどこなんだっていう全体説明の上でこの 01 をしたんですが、第 4 回申請

のときの結果としていろいろな相手もこの 01。 

1:22:50 落とし込んでしまってるのが実態でそれを踏襲してるので、今の形になってま

す一部ちょっと限定ちょっと戻った形で整理をさせていただきます。以上です。 

1:23:10 規制庁カワラサキです。 

1:23:12 今のシリンダほかなければちょっとすみません戻ってしまうんですけど。 

1:23:17 いいですかね。 

1:23:20 ちょっとすみません、 

1:23:22 ＳＡＴは説明いただいたんですけどちょっと改めて恐縮ですが、5 ページの右

下の 5 ページにちょっと戻っていただいているんでしょうか。 

1:23:33 すいませんここで 
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1:23:36 ちょっと細かい話にはなってるような気がするんですけども。 

1:23:40 5 ページのところで下線を引いた部分のところで、 

1:23:46 主要配管であったりとか、変革消火というとこですかね。 

1:23:51 細分化する。 

1:23:52 修正を加えるっておっしゃってるのは、これは、 

1:23:59 特に心か個々の事故を特出しして書いてある理由っていうのは何かあるんで

しょうか。要するに 

1:24:05 単純にその第 5 回申請にあたって、 

1:24:09 今までと同じような整理をしたっていうことであれば特に説明不要なように思え

るところで、ちょっと施工説明あったかもしれないんですけど、そこの部分、な

ぜこの 

1:24:20 特に書かれているのか、それはこれで第 4 回までと。 

1:24:23 干渉するような事項なのかっていうのをちょっと御説明いただけないでしょう

か。 

1:24:35 日本原燃若林です。 

1:24:38 被災した意図としては、第 4 回で 500 ぐらい示していただきますが、細分化し

たことによって 510 に増えたと更新した情報示したいというだけでございます。 

1:24:49 なので、特に回答はございません。以上です。規制庁川崎です。二つ確認した

いのは、まずはその細分化したって言ってるの第 4 回で一応設備リスト全体を

つけたものが、 

1:25:02 細分化されたという理解でいいのかで二つ目が減っとうなぜ細分化する必要

があったのか、ちょっと 2 点教えてください。 

1:25:14 日本原燃若林です。 

1:25:16 まず 1 点目、第 4 回つけてたやつが細分化したかということについては、その

通りでございます。第 4 回では遠隔消火設備と書いてみたものはあるもんで

二酸化炭素もんで、主要配管所入っ間二酸化炭素消火系と分けて記載してお

ります。 

1:25:33 その理由空間 2 点目ですけどもその理由につきましては、第 5 回申請書を実

際につけていくにあたって商標どう書くかで系統図を示すか、そういったことを

検討し申請書をつくりながらしていく中でやはり細分化した補訂しましたほうが

いいだろうと。 

1:25:50 発電炉や問い合わせた方がいいだろうという 

1:25:54 そういったところがありましたので、今回細分化と書いており、 
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1:26:00 いろいろ規制庁カワラサキです。ありがとうございます。ちなみにその設備リス

トでいうと、具体的にはどういったどういったところをどういう分割の仕方にした

かっていう御説明をしていただけないでしょうか。 

1:26:15 日本原燃若林です。設備ですというと 26 ページ目をご覧ください。 

1:26:22 下段のほうに、 

1:26:25 赤字で良いと下線でですね、それぞれアノン盆で等々、 

1:26:31 出しておりますが、第 4 回のときはこれは遠隔手動パセリ数量と一式と示して

ましたが、 

1:26:38 それぞれの仕様表単位ですねボンベの間に必要なそれぞれの本数など、ま

た注配管もあの消火系と二酸化炭素消火系と、それで指標に合わせてシヨウ

示す単位で設備リストのほうを最適化しております。 

1:26:55 以上です。 

1:26:56 規制庁川崎です。 

1:26:58 確かに見たような、多分ハッチ溶解患者さんの志賀第 4 回のときにどこまで求

めるのかっていう議論があったかと思うんですけど。 

1:27:06 要するにこれって、設備リストとしては、多分ましようしっかりなんですけど、で

きるだけ同じ項目は多分まとめる。 

1:27:15 同じ項目っていうのは、例えば配管がベントから弁までやっていったようなとこ

ろはもうまとめるっていうふうにして生理学ができていたような気がするんです

けど、今の説明だと例えばハロン別途ハロンボンベの別途 

1:27:29 未了繋がってるところに連なっているところについては、使用がそれぞれ異な

るから分けているという御説明で、例えばその下の 

1:27:39 二酸化 

1:27:41 炭素ボンベっていうのも、それぞれ仕様が異なっているから、分けて書いてる

んだよと、そういう理解ですかね。 

1:27:56 日本原燃ワカバヤシて、まず配管につきましては以前整理した通り、設備リス

トにおいては、風呂未定で記載せずに、系統ごとにまとめて長配管何々系と記

載しております。ハロンボンベ洞爺二酸化炭素のボンベにつきましては、 

1:28:14 費用自体は同じなんですけども、名称が異なっていて、それでいて、使用料も

別々に作成していると。 

1:28:23 いうことから、記載を分けております。 

1:28:26 は、これまでと同じ方針でございます。以上です。 

1:28:31 規制庁カワラサキですね、多分ちょっと、仕様表が異なってるからこうなってる

んですっていう説明がちょっと順序が逆なような気がしていて、多分、 

1:28:43 また、まとめられるんだったら使用表まとまっているわけで、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:28:49 だから、まさしくそのなぜ必要表が分かれているのかというところで言うと、仕

様書しようとしては同じなのだけれども、 

1:28:58 何かその置き場所の違いがあるから、 

1:29:00 二つに分かれているということなんでしょうか。 

1:29:04 その整理が振って、 

1:29:08 これまで共通的な考え方で、 

1:29:11 同じなんでしたっけ。 

1:29:12 ていうのを御説明ください。 

1:29:17 日本原燃坂本でございますのはローンボンベ等が各紹介につきましては、発

電炉でもってと同等の同様の申請をしておりまして、出戸発電炉のほうでは、

その用途、これを何々設備の消火をする難燃ケーブルの難燃に金を 

1:29:35 江藤代表に既往のハロンボンベ、それで結構その発端押すと、その機器の体

調の用途の対象の機器のに入ろうかソフト併用ともとに使用表を整理していっ

てますので、 

1:29:50 それと形を合わせて、この系統からボンベで 2 号中間室にお諮り均質必要の 

1:29:59 設備を見に行くものはないと。 

1:30:04 同じ用途へとボンベ厚くのでえと用途もとに分割していくという形でございま

す。 

1:30:14 系統基本的にその実績も踏まえて、こういう設置したというところです。以上で

す。 

1:30:23 規制庁、古作ですけどそれって、再処理ＭＯＸにもお話ししております。 

1:30:35 日本原燃坂本です。すいません、細かいところで調整までが、 

1:30:41 規制庁コサクですけど全然細かくなくてですね。 

1:30:46 このような消火設備であればもうまずＭＯＸのＳＡ設備として出てくるような内

容に近いですよ。 

1:30:54 そっちのときに、複数あるブロックに対してどういうふうに登録をしようとしてい

るのか、彼らも設備リストを出しているわけで、そこと対応が一緒なのかどう

か。 

1:31:08 再処理のほうも、 

1:31:10 同じで衛生設備として、各建屋、 

1:31:15 それぞれにもうあるわけですけど。 

1:31:19 建家単位のものもあれば家庭複数のものに供給してるのもあるとかいろいろ

ある中で相当数字になっていて、その相当数を全部小分けに書くのかと。 

1:31:33 いうところで、 
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1:31:35 多分整理をしておられるんじゃないかなと思うんですけど、その考え方と濃縮

合ってるのかっていうのは、 

1:31:44 いうことはちゃんと確認しておかないと。 

1:31:47 この反射多分共通 06 の使用表をどういうふうに書きましょうかといったところ

の基本ルールの中に入る話だと思うんですけど、いかがですか。 

1:32:03 日本原燃坂本でございます通り、全社のルールでバー型式仕様が同じ場合ば

一つの手法に求めるということですので、ちょっとそれから挨拶しているところ

はありますので、しっかり全社がｄとこの内容を確認した上で、 

1:32:20 みなす見直すことで検討いたします。 

1:32:24 以上です。 

1:32:39 規制庁川崎です。確認したかった事故は今述べ私は確認できました。以上で

す。 

1:32:53 はい。 

1:32:56 規制庁のオオハシですけれども、 

1:33:01 ちょっと今回、 

1:33:05 これ、 

1:33:11 今回の竜巻の防護扉とか、 

1:33:15 実際の隻とか堰されるということですけれども、ちょっとその辺はまた後日改め

て説明はあったと思うんですけれども、ちょっと概要のつうでちょっと説明して

いただけたんですけれどもよろしいですか。 

1:33:41 日本原燃ワカバヤシて主 

1:33:43 いずれ説明というのは、結局ね店舗に評価でちょっとお願いできればと通う説

明いただければと思うんですけども。 

1:34:03 日本原燃若林です。 

1:34:05 それでは、添付 2－37 ページご覧ください。 

1:34:12 なかなか難しいところではあるんですけども、左側に均質ブレンディング設備

は竜巻防護 

1:34:20 異端話板扉の話ですが、均質ブレンディング設備というところはこの 2 号 8 回

均質棟っていうところにおきます計算もここに置くんですけども、こういった、こ

れらを守るために開口部またどこにあるかっていうと、左側、西側の扉であっ

たりとか、 

1:34:38 この建屋自体のこの上側に扉とありますので、ここ、 

1:34:45 からの設計飛来物の侵入を防止するために、この西側の扉に英語扉をつけた

りとか、こうからコピーさに行かないために、本社側の扉の近くですね、エッ保

護板を設置したりとか、 
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1:35:01 こういうポジティブ連接で守るために日本 8 回均質棟の開口部のほうに竜巻

防護板へ扉のほうを置きます。以上が竜巻の話で、次、溢水 

1:35:14 防護設備は出庫シミズラインでスーパー買っ規制庁不足です。 

1:35:23 一つ一つわかるようにしたほうがいいと思うので、 

1:35:25 今の竜巻の関係で、ＥＣＣＳ主体ですけど、防護扉等を防護板の関係として

は、 

1:35:34 二つ連続でついていて、どちらかでようやく止まるとかっていうことじゃなくて一

品一品で場所によっては防護板での防護出し場所によっては防護扉での防

護だしということで、 

1:35:50 2 ケースかその関係性をちょっと説明してください。 

1:35:56 日本原燃ワカバヤシてコサクさんが後でおっしゃった通り、場所によっては建

家場所によっては動いた後すると組み合わせて防護するということではありま

せん。 

1:36:06 以上です。 

1:36:09 はい、規制庁不足ですってそのときにどういう場合だったら飯舘どういう場合

だったら扉なんでしょうか。 

1:36:21 はい。 

1:36:23 日本原燃柴田です。低血糖 

1:36:28 はい。 

1:36:29 こちら、 

1:36:31 日本原燃ワカバヤシ超えておりますでしょうか。 

1:36:36 はい、聞こえてます。 

1:36:38 の原燃柴です。竜巻防護とぴあというのが今資料共有させていただける扉の

西側のところですね、ここにつきますと、 

1:36:51 これがもともとある建屋の扉を設計飛来物の貫通とかが防止できるような扉勘

定の扉に交換するといったものになります。 

1:37:00 今度縦の希望もいたんですけれども、それを設置するのが北側当庫の南側に

あるこのし今白抜きになってるケースですね、ここにつけるんですけれども、こ

こはもともと物品の搬入を計画している。 

1:37:15 いろんな保守政権だったり、そういうときに、資材の搬入に使う経費なっており

ます。そこが竜巻防護扉というある程度結構強いものにあるんですけども、そ

れをつけてしまうとちょっと搬入に支障が出ると。 

1:37:31 そういったことで扉との間にちょっとしたスペース搬入経路、これが確保できる

ものを加工するためにスペースをつけると。 

1:37:42 出たもので扉そのものを交換するんじゃなくて、 
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1:37:46 前扉の前に邪魔になる板をつける設計にしてます。 

1:37:51 なのでそういう用途によって設計を挙げております。以上です。 

1:37:56 規制庁コサクです。 

1:38:00 搬入用等の確保ということで、理由は理解しました上で 

1:38:09 僕言ったのを設計なんですけど、今、前にと言われていてそれはあれですか

外側ってことですか。 

1:38:19 虫歯ディスプレイとその部屋の中でですね、広く白抜にもなってるんですけど

も、一番外側に脆いシャッターと扉があるんですけれども、そこからの防護そ

のうちシャッター扉での御は期待しないで、 

1:38:36 その中からさらに下の扉も 1 個ちょっとあるんですけども、そこを突き抜けて均

質槽にテーマぶつからないようにということで、そこの下の扉の前につけます。 

1:38:51 わかりました。扉と扉の間っていうことです。そうですね、拙速にこの建屋の浅

い住まいでそれから実に迷路構造というわけではないけど、 

1:39:05 最初の開口部でええ貫通し得るところという開口の範囲等、その次の通過す

る可能性があると思ってる範囲を抜粋として繋がらないような大きさにしている

っていうことでいいですよね。 

1:39:24 はいその通りでございますって申請書にはその配置関係のほう示しておりま

せんけれども、補足説明資料のほうで北の大きさ、幅たっ高さ配置関係で、そ

の設計飛来物の動線をちゃんと遮っていると。 

1:39:41 いったことは補足説明資料の中で説明させていただこうと今計画しておりま

す。 

1:39:46 はい。規制庁コサクですつってその次の質問のところを言っていただいたんで

すけど、それ何で補足説明資料、 

1:39:54 なんですかね、添付書類じゃなく、 

1:40:00 日本原燃柴田です。そこはやっともしくは配慮が足りなかったのかもしれませ

んけれども再処理とかの最初の申請第 1 回で竜巻防護ネットの方、申請して

おりまして、低そちらのほうの説明書のほう散歩にさせていただいてあるけど、

しますって。 

1:40:20 竜巻防護向いてはとかでは、構造物として構造が違うものなので、そこら辺の

範囲を記載は申請者のほうに載せるべきだったかなとは今思っておりますま

せんようです。はい、規制庁コサクです。状況よくわかりました 

1:40:39 再処理のあの防護ネットの 

1:40:44 人紙面でしたかね、あの日ちょっと張り出しをつけたここ価格があってそこは

入口があるので防護板同じような僕言ってますけれどというような話がされて

まして、それの設計の範囲とかを明確にしないとだめでしょうというお話を 
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1:41:04 していたので、 

1:41:08 さらにそちらのほうはまだ店舗書類の整理までいってなくて、とりあえず補足説

明規定内容をまず説明させてくださいという段階でこれから添付書類のつくり

込みをしなきゃいけなかったんですね、先に出てやってくれればなとちょっと思

ったっていうんですけど。 

1:41:26 並行して添付書類のあり方っていうのをまとめていける 

1:41:35 桐島です。はい、ありがとうございます。 

1:41:45 規制庁コサク 

1:41:47 もし妻機のほうでおかなければ、続いて説明いただければ。 

1:41:55 土産にワカバヤシです。 

1:41:57 続きましてええと溢水の席のほうですが、こちらは別途何かを防護するために

現実的っていうわけではなくて、管理区域内で出た溢水が建家外へ出ることを

防ぐためにつける席になりますＡＴＥＮＡ出ておの伝播防止堰となるのかと思う

んですけども。 

1:42:17 この図面で言うと、斜線でＣ薄く入っているところが先ほど見せたばっか言った

言葉ですけれども、ここは第 1 管理区域になってまして。 

1:42:28 ここから出た水が、基本的に建家外管理区域外へ出ないように、この境界に

あるような 

1:42:37 Ｇｅｌｌｅｒのところにですね、隻。 

1:42:40 をつけると。 

1:42:42 いう設計になっておりますんで配置については、そこに申請書のほうで示して

おります。 

1:42:49 はい。 

1:42:51 説明は以上です。 

1:42:58 その技術のさっきをつけるのは、それが妥当な何か職になるんでしょうか。 

1:43:11 日本原燃若林です。やっぱり 10 ヶ所程度になります。中核扉の前ぐらいにつ

けるという理解でいいですか。 

1:43:20 ユニデンワカバヤシです。はい、その通りですが、扉の前基本的つけておりま

す。 

1:43:25 はい。 

1:43:29 了解しました。 

1:43:36 ちょっとコサクです。各扉という話でやれないんですけど、物品搬入分布のよう

なときとか、2 番。 

1:43:46 先ほどの話と似たようなところで邪魔になったりしないかなっていう気もするん

ですけど、そのあたりってどういう 
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1:43:53 状況になってるんですか。 

1:43:57 南限ワカバヤシ定数物品搬入等も考慮しましてそのような配慮が必要な場所

についてやっぱ着脱式の堰としております。何種類固定式の堰等着脱式の堰

2 種類足すこと申請書でも明記してまして。 

1:44:14 形引当金については、 

1:44:16 基本的には常時閉で行って搬入とする際に、 

1:44:21 レールと言ったからなんですけど田んぼ外せるようになっておりますのでそち

らを外すという、そういう設計にしております。以上です。 

1:44:31 はい。結局食起こりました。 

1:44:35 必要な方も見ておられるようなもので大丈夫だと思うんですけど、そう、その着

脱式だとかの場合だと、その止水性応答確保するんだとかっていうのも説明

が大事だと思うんですけど、現状だとどうすんだって。 

1:45:04 日本原燃若林です。止水性の方についても、サポートできることは確認してお

りますので、補足説明資料のほうにペーシ示そうという計画でございます。以

上です。 

1:45:17 はい、瀬古です。まずは補足説明していただきたく、あれですか。月曜だとそう

いうのは添付書類で書いてなかった。 

1:45:26 そこ 

1:45:32 日本原燃の小林です。規程要領のほうでは記載されていたと思うんですけど

も、ちょっと第余りにも求めて、全体に期待バランスが違う一滴でですね、いっ

すいだければまで書くかってのは全体をどこかというところでちょっと迷ったと

ころがありまして、そこもちょっと 

1:45:50 説明内容を踏まえて、またどこまでそこに企画課等も 

1:45:56 承知していきたいと考えております。以上です。 

1:46:00 はい。規制庁区画です 

1:46:03 まさにですね、核燃料施設の設定設工認については 

1:46:10 大分運用が実用炉とは違っていて、説明し切るっていうところが何となくはっき

りしなかったところが、 

1:46:20 ｄで一方で本文で実用には書いてないのことまで書いたりと、 

1:46:24 いうようなことがあったので、整理をしましょうというので、第 4 回からですね、

お話をさせていただいたと。 

1:46:31 いうことですので、特に今回最初会っていうこともあるので、最終回で一連の

基準適合を説明し切るという発想が大事だと思いますので 

1:46:46 今後整理をしていっていただければと思います。よろしくお願いします。 

1:46:54 何ワカバヤシです。承知しました、整理いたします。 
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1:47:12 はい。規制庁のオオハシですけれども、ちょっと細かく付近でお聞きしたいんで

すけれども、この資料の 

1:47:22 17 ページの設備リスト。 

1:47:25 ここの中なんですけれども、一応、 

1:47:32 以上 2 分の希。 

1:47:34 ページになる。 

1:47:37 はい。 

1:47:38 でも、 

1:47:39 プリンラインアップのやっぱり骨子コサクです。すいません。 

1:47:44 ちょっと今開け音声が私だけかもしれないんですけど途切れてしまって、あ、

すみません、どこの場所を今お話しされたもう一度お願いします。資料全体で

17 ページになります。当設備リストの 

1:48:01 。 

1:48:02 9 ページというあたりですけれども、 

1:48:05 この表の下のほうにネットマシリンダー波をその 48 バイト 30ｔというふうに書い

てあって、これっていうのは、バリデーション数とか書いてありますけれども、

出力がこれも数量来示せるようなものではないでしょうか。すいません。 

1:48:23 ちょっと教えていただければと思います。 

1:48:29 日本原燃坂本でございます。診断につきましては、系統数量は日こっちするコ

ツは記載せずに、災害ちょうどその管理等につきましては、 

1:48:45 コピー代の方の最大貯蔵力のほうで担保するということであるフェイスとの方

確認しましたけども、やっぱの長期書きましたけれども、個数がかからないと

いう方向で整理すると。 

1:49:01 いえ、とこで、それに合わせたものとしております。以上です。 

1:49:07 規制庁コサクですね、少し私の方から補足するのもなんか変ですけど、その趣

旨は先ほど 58 ページのほうで説明をされていて、②っていうことで、本数はそ

もそも使用としての項目から落としますと、 

1:49:25 こうこうなんですけど、そういう項目にないものについて、設備リスト側にどう書

くかっていうことだと思うんですけど。 

1:49:38 それはあれですか今説明のあったアレイベースではこういうふうに書いてるっ

てことですか。 

1:49:49 日本原燃坂本でございます。 

1:49:53 今気づきと通訳重ねないっていうことだったので、設備リスト等各課社内で検

討した上で今は意識しております。すいません、ＲＦＳどこの設備スマホを今後

どう書くかというところまで調整ができておりませんでした。 
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1:50:11 これも含めてちょっと社内でどうぞ今後再処理ＭＯＸとも、国の間とかの粉末缶

とかありそうなので、ここをどう書くかというところを調整して整理した上で御説

明し協議いたします。以上です。 

1:50:28 はい、規制庁価格です。 

1:50:31 そうですね。ここの一式と今言われますけどこれはサーバーで 

1:50:38 ですって書いちゃったっていうことだと理解してるんですけど。 

1:50:42 まずはこれポンプがないのでバーなんだと思うんですね、ＴＨＡＩも多分、バー

でいいんじゃないかなと。 

1:50:51 もう 

1:50:53 のでまあまあそっち行ったり、整理してくださいみたいな話で言うとその上に、 

1:50:59 カバーシートカバーで知識って書いて、 

1:51:05 一定設置数全体を意識として取り扱うと。 

1:51:11 ことで書いててこれだと何となく一石って書いてるような安全性な作りに減るん

ですけど。 

1:51:20 そうですねカバー劣化装荷カバーシートはこれも第 4 回で、 

1:51:26 こういう例でも、そもそも書いてあって、 

1:51:29 なんですよね。 

1:51:33 粒径ですけど、そうでございます。 

1:51:37 規制庁プレスを一方でカバーシートは使用表ではなくて基本設計方針。 

1:51:45 で上がってきている。 

1:51:47 悲鳴欠席。 

1:51:50 はい、その通りでございます。 

1:51:53 はい、新規性ちょっとです 

1:51:57 第 4 回のやつをもう書いちゃいけないということでもないと思いますけど、いく

つか意味合いの違うものが入っているようなもので整理をしていただければと

思います。よろしくお願いします。 

1:52:10 に向けてですが、補強材ますはい電車等設置規程定少し説明していただきま

す。 

1:52:26 別途ほか規制庁から本資料にして来質問ありますでしょうか。 

1:52:32 とのフジワラです。すいませんとても細かいところなんですけど 1 点教えてい

ただければと思うんですが、コースページで 21 ページで先ほどいろいろと議

論があった再評価をされて項目というリストが増えている部分、 

1:52:48 の堰の部分なんですけど、これってＡＢって分けられたのって何か仕様が違っ

てたりするんでしょうか。 
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1:52:55 先ほどもちょっとにつきメルトいただいた方っていうのは細かくいろんな部分発

というか、他延びたんですけども、このＡＢの違いでばったりっていったところが

どういう 

1:53:08 細分化をされたのか教えてください。 

1:53:16 原燃柴田です。第 4 回申請までのリストにおいては責任と 1 個にくくっていた

んですけども。 

1:53:23 実際は複数ありまして、今回その複数個つくることで、細分化した理由としまし

ては、堰一つ一つが、そもそもファイル容量、 

1:53:35 違いますので、地域内に設定している貯槽類、それの経営貯槽しているように

応じて堰の寸法というのは決まってきました。決まっていますので、そこら辺も

ちゃんと資料明確にするために就航普及を今日も分けて記載すべきと。 

1:53:52 いうふうに整理しましたのでこの通りとしています。以上です。 

1:53:59 規制庁のフジワラです。ありがとうございます。 

1:54:08 今の関係で少し 

1:54:10 せっかくなんで質問したいんですけれども、この設備リストの 16 番の 16 ペー

ジだと前のところだと石英ＢＴ書いてあって、6 ページの上から三つ目から接近

ホテル＆キシノＱちょっと書き方が違うんですけれども、これはｐｐｔな同じ部屋

にあるの程度の利益しか分けて、 

1:54:28 出て来夫ランドリリースっていうのはちょっとこの辺、別の部屋にあるからこう

いうふうに区分けしてるちゅう書き方なんですか。 

1:54:38 手嶋です。あの通りです。 

1:54:45 了解しました。 

1:55:06 別途ほか規制庁側から 

1:55:09 質問等ありますでしょうか。 

1:55:20 はい。なければ、今後のスケジュールの話になりますけれども、 

1:55:29 今後のスケジュールについてざっと説明していただいてよろしいですか。すい

ません。 

1:55:43 日本原燃坂本でございます。本日 

1:55:49 まず資料 1 のほうをこちらで大きなコメントいただいてますので、こちらを修正

して、早めに資料を出したい提出した上で、来週 16ＭＷに御説明させていた

だきます。 

1:56:05 いうことです。あと、その他系統宿題ありました別紙言い方に関わるような凍ら

せれば確認の仕方、それについても、この資料 1 のほうに考え方を今後増え

てお出ししたいということです。それ以外の 
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1:56:22 移動式の個別資料、本日一応美術ピッチ関係の資料をお出しする予定です

が、それは予定通りへと。 

1:56:35 同じさせていただいて、系統との案件を御説明当然説明するかは少し整理さ

せてください。資料 1 確実性や出資ご説明させていただくと、その中で、ここの

説明方針、基本的に、 

1:56:51 別紙との関係等も含めて答えていただきます。以上です。 

1:57:01 はい、規制庁走りつつ、 

1:57:03 資料 1 ですけれども 

1:57:08 改めて 16 日に提示するというお話が内たけれども、ちょっととの間にほかの

修正とかであればそれでもいいのかなっていう気がするんですけれども、Ｕｐｐ

ｅｒの図面とかもちょっとそこ入ってくる。 

1:57:24 ｋＪやってくるかなという気はするので、ちょっとヒアリングの時間とかも踏まえ

ると、もう少し早いほうがいいかなという気がするんですけれども、全部難しい

んでしょうか。 

1:57:38 日本原燃坂本です。でき次第、早目に提出一般市バス来週遅くとも 1 につい

て幾つか場合プライベートにご提出的には、 

1:57:49 すみません。 

1:57:52 以上です。 

1:57:55 はい、了解しました。 

1:57:57 国家規制庁からスケジュール、また全体通してありますでしょうか。 

1:58:07 規制庁カワラサキですけれども、別途今まずはができ次第という話で御説明

があったかと思うんですけども。 

1:58:16 ヒアリングとしては、一応その 

1:58:20 16 日ですか、来週の木曜日に、一応あの点が打たれていて、それ以降は特

に 

1:58:29 現状のスケジュールの線表だと書かれていないんですけど。 

1:58:33 確かに 

1:58:36 一つ、海盆前のヒアリング 2 回程度っていうのがあるかとは思いつつ、一方で

その 0、Ｆ30 の資料と 

1:58:47 嘉門家資料の確認といったところで言うと、開校向け資料の確認がかなり 

1:58:54 なんて言うんですかね。タイトになってくるような気もしていて、そこら辺、どこに

ヒアリング入れようっていったところも含めて、 

1:59:04 今、今日の話も受けて、 

1:59:07 検討していただけるんでしょうかね。 

1:59:09 具体的に言うと多分 
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1:59:12 減については、月 1 回程度の 

1:59:16 審査会合で議論をするということになっていて、今回の濃集の設工認申請に

ついても、あまり申請があってからＺ開放に諮らないっていうことに前面にもな

らないとは思っているんです。 

1:59:32 ちょっとそういうことを踏まえるとですね、ヒアリングのスケジュールをちゃんと 

1:59:38 海盆内の説明に向けてきちんと引いて欲しいなという。 

1:59:43 と思います。 

1:59:44 ちょっと加えて言うと、ちょっとそれにあたって、その申請全体の網羅性みたい

なところを御説明されるとしたら、 

1:59:53 そこら辺の資料って、その会合までには見れる状態になってるのかどうなの

か。 

1:59:58 ちょっとそこの 2．のところが気になっているんで、ご検討いただけないでしょう

か。 

2:00:07 原電坂本でございます。今会この資料の説明が 16 だけになっておりますの

で、もうよく就航含めて説明できるように見直させていただきます。規制庁為替

資格翌週っていうと、祝日も入って、 

2:00:26 って言って営業日でいうと 3 日しかないといったところになってくると思うんでも

海盆向け資料はもうどんどんやっていかないといけないと思うんですね。 

2:00:37 そういうスケジュール想定されてるんだとしたらいいっていう趣旨なので、 

2:00:44 今入っているその木曜日で多分定例的に入っているところにとらわれないでき

ちんとその現実的なスケジュールを引いていただかないと多分間に合わなくな

るっていうことかと思ってます。 

2:01:00 日本原燃坂本でございます。すいません、この 16 も含めて全体のスケジュー

ルをちょっと見直させていただきます。 

2:01:08 はい、検討します。 

2:01:22 軽重オオハシですけれども、規制庁からよろしいでしょうか。 

2:01:32 原燃側からも特に細胞なんかあり、あります。 

2:01:36 提唱か特にないってことでよろしいですか。 

2:01:41 6 年ですね上げないから特にございません。 

2:01:45 はい。それでは本日のヒアリングのほうを終了したいと思います。お疲れ様で

した。 

 


